
第２期香川県アルコール健康障害対策推進計画の概要 
 

国、市町、民間団体等の関係機関と連携し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並

びに当事者及びその家族等への支援の充実により、誰もが健康で安心して暮らすことのできる香川

の実現を目指す。 
 

アルコール健康障害対策基本法（平成 25 年法律第 109 号）第 14条第１項の規定に基づく「都道

府県アルコール健康障害対策推進計画」 
 

 

令和４年度から令和８年度までの５年間 
 

 

１ 基本理念 

(１) 発生、進行及び再発の各段階での防止対策とアルコール健康障害の当事者とその家族への支援 

(２) アルコール健康障害に関連して生ずる問題（飲酒運転、暴力、虐待、自殺等）に関する施策と

の有機的な連携 

２ 基本的な方向性 

(１) 正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり 

(２) 誰もが相談できる場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

(３) 医療における質の向上と連携の促進 

(４) アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり 
 

 

重点 

課題 

１ 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生

を予防 

目標 

(１) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を減少させる。 

（令和８年 男性 12.4 ％以下、女性 6.4 ％以下） 

(２) 20 歳未満の者の飲酒をなくす。 

(３) 妊娠中の飲酒をなくす。 

重点 

課題 

２ アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体

制の整備 

目標 

(１) チラシやリーフレットの配布、出前講座等を実施する。（年３回の出前講座開催） 

(２) 国等が実施する相談支援者向け研修に保健所職員等を派遣する。（令和８年度までに

10 人派遣） 

(３) 国等が実施する医療従事者向け研修に医療従事者を派遣するとともに、医療機関を対

象とした研修会を開催する。（令和８年度までに 10 人派遣） 

(４) 関係機関の連携のため、連携会議を毎年開催する。 
 

 

１ 教育の振興等（発生予防：一次予防） 

２ 不適切な飲酒の誘引の防止（発生予防：一次予防） 

３ 健康診断及び保健指導（進行予防：二次予防） 

４ アルコール健康障害に係る医療の充実等（進行予防：二次予防、再発予防：三次予防） 

５ 相談支援等（進行予防：二次予防、再発予防：三次予防） 

６ アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 

（進行予防：二次予防、再発予防：三次予防） 

７ 社会復帰の支援（再発予防：三次予防） 

８ 民間団体の活動に対する支援（再発予防：三次予防） 

９ 人材の確保等 

10 調査研究の推進等 
 

 

医療、保健、福祉、教育、労働、警察、消防、矯正等の関係機関及び自助グループ等の民間団体
等とのネットワークを構築し、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進に向けて、検
討、協議を進める。 

 


